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〔全国統一防火標語〕
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〔山火事予防統一標語〕
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令和８年春の火災予防運動実施要綱
　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的とする。
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１　重点推進項目
（1） 住宅防火対策の推進

（2） 地震火災対策の推進
（3） 林野火災予防対策の推進
２　推進項目
（1） 防火対象物等における防火安全対策の徹底
（2） 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進
（3） 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底
（4） [image: image9.png]
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乾燥時及び強風時の火災に対する警戒の強化
（5） 放火火災防止対策の推進
○ 住宅防火対策の推進
近年電気器具による火災が増加傾向となっています。日頃から整理整頓及び清掃等を行いましょう。
また、消防本部では、住宅防火、高齢者等の避難対策、住宅用防災機器等（住宅用火災警報器・消火器・防炎品等）の普及促進するため防火キャンペーンを実施します。
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住宅防火　いのちを守る　10のポイント

4つの習慣
・　寝たばこは絶対にしない、させない。

・　ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

・　こんろを使うときは火のそばを離れない。
・　コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
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6つの対策

· 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。
· 火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する。
· 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使
用する。

· 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。
· お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

· 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
〇 地震火災対策の推進
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感震ブレーカーの設置、家具等の転倒防止措置、安全装置等を備えた火気器具等の使用など、出火防止対策を講じましょう。
地震火災を防ぐ１５のポイント
・ 事前の対策
　　１　住まいの耐震性を確保する
　　２　家具等の転倒防止対策（固定）を行う
　　３　感震ブレーカーを設置する
　　４　ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可燃物を近くに置かない
　　５　住宅用消火器等を設置し、使用方法について確認する
　　６　住宅用火災警報器（連動型住宅用火災警報器などの付加的な機能を併せ持つ機器）
　　　を設置する
　　７　地震直後の行動（８～１０）について平時から玄関等に表示し、避難時に確認でき
　　　るようにする
・ 地震直後の行動
　　８　停電中は電化製品のスイッチを切るとともに、電源プラグをコンセントから抜く
　　９　石油ストーブやファンヒーターからの油漏れの有無を確認する
10　避難するときはブレーカーを落とす
・ 地震からしばらくして（電気やガスの復旧、避難からもどったら）
11　ガス機器、電化製品及び石油器具の使用を再開するときは、機器に破損がないこと、
　　　近くに燃えやすいものがないことを確認する
12　再通電後は、しばらく電化製品に異常（煙、におい）がないか注意を払う
・ その他日頃からの対策
13　自分の地域での地震火災による影響を把握する
14　消防団や自主防災組織等へ参加する
15　地域の防災訓練へ参加するなどし、発災時の対応要領の習熟を図る
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○ 林野火災予防対策の推進
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あぜ焼きなどは消防署に届け出てから、自治会単位で実施しましょう。林野火災注意報発令時は、火の使用は控えていただき、林野火災警報発令時には、火の使用が制限されますので、あぜ焼き等を実施することはできません。火を取り扱う際には、水バケツなどの消火用具を準備し細心の注意が必要です。
○ 防火対象物等における防火安全対策の徹底
物品販売店舗や工場等（防火対象物）に立入検査を実施し、防火管理体制の強化を図り
ます。特に、火気設備等を有する事業所に
対して防火安全対策の徹底を図ります。
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○ 製品火災の発生防止に向けた取組みの推進
近年リチウムイオン蓄電池等の充電式電池に起因する火災が増加傾向にあります。取扱説明書に従って使用し、不要になった電池は処理が可能な産業廃棄物処理業者に委託してください。ご家庭で処分される場合は、お近くの家電量販店などに引き取ってもらうなどご協力をお願いいたします。
〇 多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底　　
地域のイベント、祭り等の多数の者が集合する催しにおいては、火災が発生すると被害が甚大となるおそれがあります。火気の使用及びガソリン等の危険物を使用する場合には、十分注意してください。
〇 乾燥時及び強風時の火災発生防止対策の推進
　木造建築物の密集する地域は、乾燥時や強風時には出火及び火災拡大の危険性が高いため厨房設備等の火気設備等の適切な取扱いが重要です。また、たき火等を行う場合の消火準備、屋内外における安全な火気取扱い及び工事等における火気管理が大切です。

○ 放火火災防止対策の推進

屋外に可燃物を放置せず、放火されない環境づくりに職場内、地域ぐるみで取り組んでください。

主な実施行事

	実　施　行　事
	期　　間
	場　所　等
	実　施　機　関

	火災予防啓発キャンペーン
(住宅用防火対策の推進等)
	３月１日（日）
３月８日（日）
	別所町公民館
口吉川町公民館
	消防本部

	消防団機動隊合同訓練
	３月１日（日）
	吉川町市野瀬
（旧東吉川小学校・蓮池周辺）
	消防署
消防団

	文化財保護立看板設置
	期間中
	管内文化財
	消防本部

	広報パトロール
	期間中
	管内全域
	消防署

消防団

	火災予防ＰＲ
	期間中
	広報みき・ＦＭみっきぃ・三木市ホームページ・日刊紙・自由が丘ニュース・三木駅待合施設電子掲示板
	消防本部

消防署

	のぼり旗・懸垂幕の掲出
	期間中
	消防庁舎
	消防本部

消防署

	火災予防ポスター配布
	期間前
	公共施設・消防団施設

事業所
	消防本部

三木防火協会

	消防訓練指導・救急法講習会の開催
	年間（随時）
	自治会・事業所・団体等
	消防本部
消防署


‐‐‐‐‐住宅用火災警報器を設置しましょう‐‐‐‐‐
◎　全ての住宅に設置義務があります。
◎　設置する場所は、全ての寝室・台所・寝室がある階段室などです。


◎　煙式の住宅用火災警報器を設置してください。台所は熱式でも構いません。


三木市消防本部予防課

担当：岡本・伊井・杉田
TEL（0794）89-0171

FAX（0794）89-0174
Email:shoyobo@city.miki.lg.jp          
�





推進団体





三木防火協会








実施機関


三木市消防本部（署）


三木市消防団








２階建ての場合





※ 住宅用火災警報器は設置から約１０年が経過すると


電池切れ等により、正常に動かなくなる恐れがあり


ます。定期的な点検・作動確認を行ってください。


交換される場合は連動型住宅用火災警報器を推奨します。














